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オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて 

 

 

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。  

今般、厚生労働省医政局医事課長より各都道府県衛生主管部 (局 )宛に標記の通知

が発出されるとともに、本会に対する周知方依頼がありました。  

本通知は、平成 31 年 4 月 11 日付日医発第 53 号（地 13）にて「オンライン診

療の適切な実施に関する指針」（以下「指針」と呼称）をご案内していますが、医

療機関の中には、医師法第 20 条や「指針」に違反する疑いのある診療行為を実施

している事例が報告されていることを踏まえ、問題の多くみられる事例について

医師法の適用に関する見解を示したものです。  

第一は、「指針」において、例外的に初診のオンライン診療が認められている場

合に該当しないにもかかわらず、オンライン診療を実施している事例や、チャッ

ト機能のみを用いたオンライン診療は、医師法第 20 条に違反するおそれがあるこ

とを示しています。  

第二は、都道府県に対し、このような違反行為の情報に接した際は、実態を調

査した上、速やかな停止を勧告する等の指導を行い、改善がみられない等の悪質

な場合は、厚生労働省医政局医事課に情報提供することとしております。  

なおこれに関連して、平成 31 年 1 月 16 日付日医発第 1105 号（地 332）で「「オ

ンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するＱ＆Ａについて」を貴会宛に

ご案内していることを申し添えます。  

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下の郡市区医師会や関係医療機関等への周知方につきご高配を賜りますよ

うお願い申し上げます。 
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オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて

標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長宛て通知したの

で、 その内容について御了知いただくとともに、 貴下団体会員等に対する周知

をお願いする。
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オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて

　

オンライン診療については、医療上の必要性、安全性、有効性の観点から、
医師法第２０条等との関係を整理した「オンライン診療の適切な実施に関する
指針」 （平成３０年３月 ３０日付け医政発０３３０第４６号厚生労働省医政局長通
知の別紙。以下「指針」という。）が本年３月に発出されたところであるが、
オンライン診療を実施している医療機関において、医師法第２０条や指針に違
反する疑いのある診療行為を実施しているという事例が報告されている。

　

こうした診療行為について、 国民の危害発生を未然に防止するべく、 下記

のとおり、 特に問題の多くみられる事例について医師法の適用に関する見解
を示し、 徹底することとしたので、 御了知の上、 貴管下保健所設置市 （特別

区を含む。）、 関係機関、 関係団体等への周知をお願いする。

記

第一

　

オンライン診療による診療行為に対する医師法の適用

　

以下に示す態様によるオンライン診療による診療行為は、医師法第２０条に
違反するおそれがあること。

　

（１）

　

指針に規定された例外事由（指針Ｖ１（２｝②Ｗ）に該当しないにもか

　　

かわらず、 初診の患者についてオンライン診療を実施する行為

　

（２）

　

指針に規定された例外事由（指針Ｖ１（２）②の注）に該当しないにも

　　

かかわらず、 直接の対面診療を組み合わせずオンライン診療のみで診

　　

療を完結する行為

　

（３）

　

情報通信手段としてチャット機能のみを用いた診療行為

第二

　

違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、 実態を調査した上、 行為の速やか
な停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、 指導を行っても改善がみられ
ないなど、悪質な場合においては、厚生労働省医政局医事課に情報提供する
こと。



第三

　

関係法令・指針

　

１

　

医師法 （昭和２３年法律第２０１号） （抄）

　

第２０条

　

医師は、 自ら診察しないで治療をし、 若しくは診断書若しく

　　　

は処方せんを交付し、 自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しく

　　　

は死産証書を交付し、 又は自ら検案をしないで検案書を交付しては

　　　

ならない。 但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した

　　　

場合に交付する死亡診断書については、 この限りでない。

　

２

　

オンライン診療の適切な実施に関する指針 （平成３０年３月 ３０日付け

　

医政発０３３０第４６号厚生労働省医政局長通知の別紙） （抄）

　　

ＶＩ｛２）②ｉｉ

　

初診は、 原則として直接の対面による診療を行うこと。

　　　　　　

ｍ

　

急病急変患者については、 原貝１」として直接の対面による

　　　　　　　

診療を行うこと。 なお、 急病急変患者であっても、 直接の

　　　　　　

対面による診療を行った後、 患者の容態が安定した段階に

　　　　　　

至った際は、 オンライン診療の適用を検討してもよい。

　　　　　　

ｗ

　

ｉ

　

ｉ及びｍの例外として、 患者がすぐに適切な医療を受け

　　　　　　　

られない状況にある場合などにおいて、 患者のために速や

　　　　　　　

かにオンライン診療による診療を行う必要性が認められる

　　　　　　　

ときは、 オンライ ン診療を行う必要性・有効性とそのリス

　　　　　　　

クを踏まえた上で、 医師の判断の下、 初診であってもオン

　　　　　　　

ライ ン診療を行うことは許容されネ写る。 ただし、 この場合

　　　　　　　

であっても、 オンライン診療の後に、 原則、 直接の対面診

　　　　　　

療 を行うこと。

　　　　　　

注

　

禁煙外来など定期的な健康診断等が行われる等により疾

　　　　　　

病を見落とすリスクが排除されている場合であって、 治療

　　　　　　　

によるリスクが極めて低いものに限っては、 患者側の利益

　　　　　　　

と不利益を十分に勘案した上で、 直接の対面診療を組み合

　　　　　　　

わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。

　　

Ｖ１（６｝②”

　

オンライン診療では、 可能な限り多くの診療情報を得る

　　　　　　　

ために、 リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通

　　　　　　　

信手段を採用すること。 直接の対面診療に代替し得る程度

　　　　　　　

の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合に

　　　　　　　

は補助的な手段として、 画像や文字等による情報のやりと

　　　　　　　

りを活用することは妨げない。 ただし、 オンライン診療

　　　　　　　

は、 文字、 写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては

　　　　　　　

な ら な い。
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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 に関するＱ＆Ａについて

　　

〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 については、 「「オンライン診療

の適切な実施に関する指針」 の策定について」 （平成３０年３月 ３０日付け医政発
０３３０ 第４６号厚生労働省医政局長通知） により、 通知したところである。

　

今般、 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 に関するＱ＆Ａを別添のとお

り作成したので、 貴職におかれてはこれを御了知の上、貴管下保健所設置市（特別区

を含む。）、 関係機関、 関係団体等に対する周知徹底をお願いする。



「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 に関するＱ＆Ａ
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＜本指針の対象＞

ＩＱＩ

　

本指針は、 保険診療のみが対象ですか。 皿（２）関係１

　　　　　　　　　　　

Ｉ

ＡＩ

　

本指針は、 保険診療に限らず自由診療におけるオンライン診療についても適用されます。

＜基本理念＞

Ｑ２

　

「研究を主目的としたり医師側の都合のみで行ったりしてはならない」とあるが、研究・

　

治験等はしてはいけないのですか。 ロＶｖｉ関係】

Ａ２

　

研究を主目的として行う診療は不適切であり、通常の臨床研究等と同様、診療前に研究に

　

ついて患者から同意を得る必要があります。

＜医師－患者関係／患者合意＞

Ｑ３

　

患者合意について 「医師は、 患者がオンライン診療を希望する旨を明示的に確認するこ

　

と」 とあるが、「明示的」 とは何ですか。【Ｖ１（１）②関係】

Ａ３

　

オンライン診療に関する留意事項の説明がなされた文書等を用いて患者がオンライン診

　

療を希望する旨を書面において署名等をしてもらうことを指します。

＜適用対象＞

１
Ｑ４ 「患者がすぐに 鞭 な医療を受；ナられない状況をある場合など」とは具体的にどういぅ１

　　

状況ですか。【Ｖ１（２）②関係】

Ａ４

　

離島、へき地等において近隣に対応可能な医療機関がない状況での出血や骨折等が考えら

　　

れます。 近隣の医療機関をこ受診が可能である場合は、 該当しません。

Ｑ５

　

直接の対面診療を組み合わせないオンライン診療が許容され得る「定期的な健康診断等

　

が行われる等により疾病を見落とすリスクが排除されている場合であって、 治療をこよるリ

　

スクが極めて低いもの」 として認められるものは、 禁煙外来以外をこどのようなものがあり

　

ますか。【Ｖ１（２）②関係】

Ａ５

　

保険者による健康診断等において定期的をこ医師の診察を受けており、診断や治療方針が確

　

定し、悪化が予測されない場合等をこ限られるため、現状では明らかに該当するのは禁煙外来

　

のみと考えられますが、今後、医学の発展や１ＣＴの進歩を踏まえ、例示可能なものは例示し

　

ていく予定です。

＜薬剤処方・管理＞

Ｑ６

　

オンライン診療のみで処方すべきでない医薬品の例として勃起不全治療薬等の医薬品が

　

挙げられていますが、 禁忌の確認はオンライン診療をこよる問診のみでは不十分ですか。

　　

【Ｖ１（５）関係】

Ａ６

　

ＥＤ（勃起障害／勃起不全）診療ガイ ドラインにおいて、心血管・神経学的異常の有無の

　

確認や血糖値・尿の検査を行う必要があるとされており、初診をオンライン診療で行うこと

　

は不適切です。処方においても、対面診療をこおける診察の上、勃起不全治療薬等は処方して

　

ください。



＜診察方法＞

ーＱ７

　

オンライン診療はチャットなどで行うことは可能ですか。【ｖｌ（６）②関係１

　　　　　

１

Ａ７

　

本指針において対面診療の代替として認められているオンライン診療は、「リアルタイム

　　

の視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段」を採用することにより、対面診療に代替し得る

　　

程度のものである必要があるため、 チャットなどのみによる診療は認められません。

＜その他＞

Ｑ８

　

平成２９年７月１４日付け医政発０７１４第４号厚生労働省医政局長通知（以下「平成２９年

　

医政局長通知」 という。） において、 「直接の対面診療と適切に組み合わされて行われる

　

ときは、 遠隔診療によっても差し支えないこととされており、 直接の対面診療を行った上

　

で、 遠隔診療を行わなければならないものではないこと」 とされていますが、 これは対面

　

診療を１回でも行うこととすれば、 オンライン診療が初診を含めいつでも行えるという解

　

釈でしょうか。【平成２９年医政局長通知関係】

Ａ８

　

初診や急病急変患者 （以下 「初診等」 という。） については、・原則として直接の対面診療

　

を行う必要があるため、対面診療が予定されていればオンライン診療がいつでも実施可能な

　

わけではありません。

　　

ただし、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合など（Ｑ４参照） におい

　

て、患者のために速やかにオンライン診療による診療を行う必要性が認められるときは、オ

　

ンライン診療を行う必要性・有効性とそのリスクを踏まえた上で、医師の判断の下、初診等

　

であってもオンライン診療を行うことは許容され得ますが、この場合であっても、オンライ

　

ン診療の後に、 原則、 直接の対面診療を行う必要があります。

　

※

　

平成２９年医政局長通知において、 平成９年１２月 ２４日付け健政発第１０７５号厚生省健

　　

康政策局長通知 （以下「平成９年遠隔診療通知」という。） の「「２ 留意事項（１） 及び

　　　

（２）」 にかかわらず」」とあるとおり、平成９年遠隔診療通知の「２ 留意事項（１） 及

　　

び （２）」 が原則的な考え方を示しているものです。

平成２９年医政局長通知において、「なお、 患者側の理由により診療が中断し、 結果とし

て遠隔診療のみで診療が実施された場合には、直接の対面診療が行われなくとも直ちに医
師法第２０条等に抵触するものではないこと」とされていますが、これは一般に患者側の自

己都合による場合は、直接の対面診療を行うことなく遠隔診療を行うことが可能という解
釈でしょうか。【平成２９年医政局長通知関係】

Ａ９

　

初診等については、原則として直接の対面による診療を行う必要があるため、患者側の自

　

己都合などの事情があっても直接の対面診療が必要です。

　　

このなお書きは、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合など（Ｑ４参照）

　

において、初診等でオンライン診療した後に、患者側の自己都合により結果として対面診療

　

が行われなかった場合に、 直ちに医師法第２０条等に抵触しないことを示したものです。 な

　

お、 初診等でオンライン診療ができる場合は限定的なケースに限られ （Ｑ８参照）、 かつ、

　　

オンライン診療の後に、 原貝１」、 直接の対面診療を実施する必要があるものです。


